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平成２９年度財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により、平成２９年度財政援助団体等の監査を

実施したので、同条第９項の規定により、その結果を別紙「財政援助団体等監査結果

報告書」のとおり報告します。 

 なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたと

きは、その旨を同条第１２項の規定により通知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

 

 ２ 監査の対象 

財政援助団体 主 管 部 課 

小金井公園ハイジ保育園 

にじいろ保育園武蔵小金井 

ココファン・ナーサリー東小金井 

保 育 課 

 

 ３ 監査の範囲 

   平成２９年度の小金井市補助金等の支出に係るものを中心とし、必要に応じて

その前後とした。 

 

 ４ 監査の方法 

   監査に当たっては、次に掲げる事項を主眼とし、書類審査及び関係職員からの

説明聴取、その他必要と認める方法により、本監査を実施した。 

  ⑴ 主管課 

   ア 補助金等の決定は法令等に適合しているか。 

   イ 補助金等の目的は明確か。また、公益上の必要性は十分か。 

   ウ 補助金等の条件その他補助に関する指令等の内容は明確か。 

   エ 補助金等の額の算定、交付方法、交付時期、交付手続等は適正か。 

     また、交付条件等の変更に際しての手続等も適正か。 

   オ 補助金等の効果及び履行の確認は、実績報告等によりなされているか。 

   カ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

⑵ 財政援助団体 

ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と主管課へ提出した補助金等の交付申

請書、実績報告書等は符合するか。 
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イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われてい

るか。 

ウ 事業は、計画並びに交付条件に従って実施され、十分効果が上げられてい

るか。また、補助金等が補助対象事業以外に流用されていないか。 

エ 補助金を理由なく繰り越していないか。 

オ 出納関係帳票の整理、記帳は適正か。また、受領書等の証拠書類の整備、

保存は適切か。 

カ 補助金等に係る収支の会計経理は適切か。 

キ 会計処理上の責任体制は確立されているか。 

ク 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還時期等

は適切か。 

 

 ５ 監査期間 

   平成２９年１１月１日から平成３０年１月２２日まで 

 

  ＜実施年月日等＞ 

実施年月日 時 間 監査の対象 場 所 

平成３０年 

１月２２日 

（月） 

10：00～11：00 

11：00～12：00 

13：45～14：30 

 

14：50～15：40 

保育課 

小金井公園ハイジ保育園 

ココファン・ナーサリー東小

金井 

にじいろ保育園武蔵小金井 

監査委員室 
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第２ 監査の結果 

１ 概 評 

  関係書類の審査、対象団体及び担当課からの説明聴取等により監査を実施した結

果、補助事業に係る出納その他の事務について、おおむね適正に処理されている

と認められた。 

なお、改善又は検討を要する事項について、以下に述べる。 

 

２ 検討要望事項等（認証保育所運営費補助金の交付事務について（主管課：保育

課）） 

 保育課においては、東京都認証保育所事業実施要綱に基づいて、東京都から認

証を受けた保育所を活用し、保育サービス水準の維持向上を図り、児童福祉の増

進に資するため、小金井市認証保育所運営費等補助金交付要綱（以下「要綱」と

いう。）第５条の規定により、認証保育所における運営費として、東京都認証保育

所運営費等補助要綱に定められた基準額に対する補助金を交付している。 

今般の財政援助団体等監査では、保育課の認証保育所運営費補助金（以下「運

営費補助金」という。）の交付事務において、運営費補助金の交付に係る保育課か

ら提出された資料を確認したところ、監査対象団体から提出された運営費補助金

請求書の請求日が、保育課が通知する補助金交付決定通知書の決定日以前の請求

日で請求され、運営費補助金の交付を行っている事例が見受けられた。 

要綱第９条では、要綱第６条第１項第１号に規定される運営費補助金の請求に

ついて、「補助金の交付の決定を受けた者は、第６条第１項第１号の補助金につい

ては小金井市認証保育所運営費補助金請求書（様式第１０号）を、（中略）市長が

別に定める日までに提出するものとする。」と規定されていることから、後日、事

実関係の実態を調査したところ、補助金の請求手続は適正に更正されていること

は明らかになったが、今後、補助金の交付事務を進めるに当たっては、要綱上の

規定を満たすよう、遺漏のない、慎重な事務手続きを行われるとともに、運営費

補助金の申請内容及び記載事項を十分に確認し、適正な事務執行の維持に努めて

いただきたい。 

 なお、昨年の４月１日時点において、本市の待機児童数は、前年同時期の１５

４人から、２人増えた１５６人となっていることから、保育課においては、保育

士の人材確保にも資するよう、国や東京都からの補助制度を十分に活用し、民間

の保育園で勤務される保育士の処遇改善に取り組むとともに、引き続き、待機児
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童の解消に向けた事務事業の推進に努められたい。 
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小金井公園ハイジ保育園 

 

 

１ 団体の概要 

  認証保育所、小金井公園ハイジ保育所の目的及び組織等は、次のとおりである。 

 ⑴ 目 的 

   東京都認証保育所事業実施要綱に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこ

とを目的としている。 

⑵ 保育目標 

  ・ 大きな空の下でいっぱいあそぼう 

・ おなかをすかせてごはんをおいしく食べよう 

・ つかれたらぐっすりねむろう 

・  けんかをしたらなかなおりしよう 

・  いっしょうけんめいやってみよう 

 ⑶ 事業開始 

   平成２７年５月１日 

⑷ 組 織（平成２９年１０月１日現在） 

   小金井公園ハイジ保育所は、施設長１人、保育従事職員１９人（常勤職員９

名・非常勤職員１０人）、調理員２人（非常勤職員）、栄養士１人（非常勤職員）

で運営されている。 

⑸ 保育時間及び定員等（平成２９年１０月１日現在） 

   保育時間 午前８時から午後５時まで 

定  員 ４０人 

在籍児童 ４８人（０歳児２人、１歳児１１人、２歳児１５人、３歳児１０人、

４歳児８人、５歳児２人） 

 

２ 団体への補助 

市は、小金井市認証保育所運営費等補助金交付要綱に基づき、平成２８年度に、

５，０５７万６，０９０円の補助金を交付しており、平成２９年度の交付申請に

基づく交付予定額を、５，１６５万８，０８０円としている。 

さらに、小金井市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱に基づく、

平成２９年度の交付予定額については、２２５万６，６６０円となっている。 
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にじいろ保育園武蔵小金井 

 

 

１ 団体の概要 

  認証保育所、にじいろ保育園武蔵小金井の目的及び組織等は、次のとおりである。 

⑴ 目 的 

   東京都認証保育所事業実施要綱に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこ

とを目的としている。 

⑵ 保育目標 

・ 自然を愛し、心身ともに健やかな子ども 

・ 自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども 

・ 「仲間」と関わり、人を思いやれる子ども 

・ 自己を表現できる子ども 

⑶ 事業開始 

   平成２２年４月１日 

 ⑷ 組 織（平成２９年１０月１日現在）                                                                                                                                                                                                                                    

   にじいろ保育園は、施設長１人、保育従事職員９人（常勤職員４人、非常勤職

員５人）、栄養士２人（常勤職員１人、非常勤職員１人）の職員で運営されてい

る。 

 ⑸ 保育時間及び定員等（平成２９年１０月１日現在） 

   保育時間 午前７時から午後８時まで 

   定  員 ２４人 

   在籍児童 １６人（０歳児６人、１歳児７人、２歳児３人） 

 

２ 団体への補助 

  市は、小金井市認証保育所運営費等補助金交付要綱に基づき、平成２８年度に、

２，８８９万５，４６０円の補助金を交付しており、平成２９年度の交付申請に

基づく交付予定額を、２，８１１万４，６８０円としている。 

  さらに、小金井市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱に基づき、 

平成２８年度に、５５万６，５００円の補助金を交付しており、平成２９年度の

交付予定額については、２００万３，４００円となっている。 
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ココファン・ナーサリー東小金井 
 

 

１ 団体の概要 

  認証保育所、ココファン・ナーサリー東小金井の目的、事業及び組織等は、次の

とおりである。 

⑴ 目 的 

   東京都認証保育所事業実施要綱に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこ

とを目的としている。 

⑵ 保育目標 

  ・ 基本的生活習慣が確立した子 

  ・ 心も体も自立した子 

  ・ 自律した行動がとれる子 

  ・ 他人に対する思いやりと寛容な気持ちを抱き、援助ができる子 

 ⑶ 事業開始 

   平成２６年４月１日 

⑷ 組 織（平成２９年１０月１現在）                                                                                                                                                                                                                                   

   ココファン・ナーサリー東小金井は、施設長１人、保育従事職員１１人（常勤

職員６人、非常勤職員５人）、栄養士２人（常勤職員）の職員で運営されている。 

 ⑸ 保育時間及び定員等（平成２９年１０月１日現在） 

   保育時間 午前７時から午後８時まで 

   定  員 ６０人 

   在籍児童 ２９人（０歳児６人、１歳児１５人、２歳児８人） 

 

２ 団体への補助 

市は、小金井市認証保育所運営費等補助金交付要綱に基づき、平成２８年度に、

１，８５２万３，８２０円の補助金を交付しており、平成２９年度の交付申請に

基づく交付予定額を、１，７６９万９，１８０円としている。 

さらに、小金井市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱に基づく、

平成２９年度の交付予定額については、７７万４，９００円となっている。 
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